
権利関係 
問 3 

9 

  問 3 

問 3 
権利関係 

代理 

 
 ＡがＢに対して、Ａが所有する甲土地を売却する代理権を令和６年７月
１日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ
ば、正しいものはどれか。 
 
１ ＢがＡの代理人として甲土地をＣに売却した場合、Ｂが未成年者であ
ったとしても、Ａは、Ｂが未成年者であることを理由にＢの代理行為を
取り消すことはできない。 
２ Ｂは、Ａの許諾を得なければ、やむを得ない事由があるときであって
も、復代理人を選任することはできない。 
３ ＢがＡのためにすることを示さずにＤとの間で甲土地の売買契約を締
結した場合、Ｄが、ＢがＡのためにすることを知ることができたとして
も、Ａに対して直接に当該売買契約の効力が生じることはない。 
４ ＡがＢに対して代理権を授与した後、後見開始の審判を受けた場合に
は、当該代理権は消滅することとなる。 
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■■〔正解〕１ ■■ 

□□ １ 〇  

本肢のとおりです。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行

為能力の制限によっては取り消すことができません（民法 102 条本

文）。したがって、本肢の場合、Ａは、Ｂが未成年者であることを理

由にＢの代理行為を取り消すことはできません。 

□□ ２ × Ａの許諾を得なくても、やむを得ない事由があれば選任可 

任意代理人は、①本人の許諾を得たとき、又は②やむを得ない事由

があるときでなければ、復代理人を選任することができません（民

法 104 条）。本肢の場合、Ｂは、本人Ａの許諾を得ていませんが、や

むを得ない事由があるのですから、復代理人を選任することができ

ます。 

□□ ３ × 本肢の場合、Ａに対して直接に効力が生じます 

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則

として、代理人自身のためにしたものとみなされます（民法 100 条

本文）。しかし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、

又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力が生じ

ます（同条ただし書、民法 99 条１項）。したがって、本肢の場合、

相手方Ｄが、代理人Ｂが本人Ａのためにすることを知ることができ

たのであれば、Ａに対して直接に当該売買契約の効力が生じます。 

□□ ４ × 本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しません 

代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡、③代理人が破産手続開

始の決定を受けたこと、④代理人が後見開始の審判を受けたこと、

のいずれかの事由によって消滅します（民法 111 条１項）。本肢の場

合、本人Ａが後見開始の審判を受けており、①～④のいずれにも該

当しません。したがって、代理権は消滅しません。  

  


